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Ⅰ．　は　じ　め　に

　薬剤師による「疑義照会」は薬剤師法第 24 条に規
定されており，処方せん中に疑わしい点があるとき
は，その点を処方医に確かめた後でなければ調剤し
てはならないとされている。また，薬局薬剤師の業
務は，薬剤の調製などの対物中心の業務から，患者
のフォローアップや処方提案などの対人業務へのシ
フトが求められていることから1），対人業務に基づ
く薬学的問合せを含む疑義照会は，近年，ますます
重要となっている。
　一方で，薬剤師法第 23 条に基づき医師の同意を求
める事項や，保険請求上確認が求められる事項（疑
義照会に該当しないいわゆる「形式的な問合せ」）
は，疑義照会以上に多くあり，医薬品の流通が不安
定になっていることと相まって患者・薬局薬剤師・
処方医師それぞれの負担となっている。
　このような状況の中，平成 22 年 4 月 30 日に発出
された厚生労働省医政局長通知2）を根拠に，近年，
一部の医療機関と一部の薬局間において院外処方せ
んにおける事前の取決め（プロトコール）に基づき，
形式的な問合せ（剤形変更や規格変更等）を簡素化
する取り組みが全国的に広がっている。令和 4年 7
月 11 日に公表された厚生労働省の「薬局薬剤師の業
務及び薬局の機能に関するワーキンググループ」と
りまとめにおいても，問合せ簡素化のプロトコール
による業務効率化は，医療機関の医師や薬剤師等の
業務負担の軽減や，患者が必要な医薬品を速やかに
受け取ることが可能となるなどの利点があり，地域の
薬剤師会が中心となり，病院薬剤師等と連携しながら
その導入を推進していくべきであるとされている3）。
　本県においても，一部の医療機関と一部の薬局間

において問合せ簡素化プロトコールが導入されてい
るため，本委員会において，その運用等の実態を把
握するとともに，利便性・実用性の向上に向けて課
題を整理し，県としての将来的な方向性等について
検討することとした。

Ⅱ．　委員会開催状況

（1）開催日
　令和 6年 3月 22 日（月）
（2）内容
　問合せ簡素化プロトコールの認識及び導入状況，
広域での問合せ簡素化プロトコールの導入可能性及
び内容等についてアンケート調査を実施することと
し，調査対象及びアンケート内容について検討した。

Ⅲ．　次年度の活動

　令和 6年度は，令和 5年度委員会での協議事項を
踏まえて，アンケートを作成・調査を実施する。ま
た，調査結果については，講演会等で発信すること
を予定している。

参　考　資　料

1） 患者のための薬局ビジョン～「門前」から「かか
りつけ」，そして「地域」へ～（平成27年 10月 23
日付け策定厚生労働省医薬・生活衛生局総務課）

2） 医政発 0430 第 1 号「医療スタッフの協働・連携
によるチーム医療の推進について」（平成 22 年 4
月 30 日付け厚生労働省医政局長通知）

3） 薬局薬剤師の業務及び薬局の機能に関するワーキ
ンググループとりまとめ～薬剤師が地域で活躍す
るためのアクションプラン～（令和 4年 7月 11
日付け公表）
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